














　　　世　代　別

男 女 計 前回登録 増減 今回登録 前回登録 増減 今回登録 前回登録 増減 今回登録

18歳 346 324 670 350 -4 346 321 3 324 671 -1 670

19歳 331 294 625 319 12 331 286 8 294 605 20 625

20歳 332 260 592 334 -2 332 289 -29 260 623 -31 592

21歳から25歳まで 1,806 1,680 3,486 1,811 -5 1,806 1,678 2 1,680 3,489 -3 3,486

26歳から30歳まで 1,804 1,526 3,330 1,800 4 1,804 1,517 9 1,526 3,317 13 3,330

31歳から35歳まで 1,721 1,583 3,304 1,733 -12 1,721 1,603 -20 1,583 3,336 -32 3,304

36歳から40歳まで 1,864 1,652 3,516 1,887 -23 1,864 1,631 21 1,652 3,518 -2 3,516

41歳から45歳まで 1,995 1,695 3,690 2,005 -10 1,995 1,725 -30 1,695 3,730 -40 3,690

46歳から50歳まで 2,117 1,937 4,054 2,124 -7 2,117 1,963 -26 1,937 4,087 -33 4,054

51歳から55歳まで 2,750 2,706 5,456 2,764 -14 2,750 2,733 -27 2,706 5,497 -41 5,456

56歳から60歳まで 2,489 2,252 4,741 2,488 1 2,489 2,214 38 2,252 4,702 39 4,741

61歳から65歳まで 1,935 1,672 3,607 1,895 40 1,935 1,649 23 1,672 3,544 63 3,607

66歳から70歳まで 1,347 1,236 2,583 1,321 26 1,347 1,223 13 1,236 2,544 39 2,583

71歳から75歳まで 1,178 1,248 2,426 1,183 -5 1,178 1,255 -7 1,248 2,438 -12 2,426

76歳から80歳まで 1,230 1,530 2,760 1,229 1 1,230 1,538 -8 1,530 2,767 -7 2,760

81歳以上 1,518 2,157 3,675 1,495 23 1,518 2,114 43 2,157 3,609 66 3,675

24,763 23,752 48,515 24,738 25 24,763 23,739 13 23,752 48,477 38 48,515

世代
内　　訳　

前回定時登録（令和８（2026）年３月１日現在）からの増減表

男 女 計

みよし市

合　　　計
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みよし市の議会の議員及び長の選挙における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例（案） 
 

 

【趣  旨】  「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」第３条の規定に基づき、みよし市議会議員及びみよし市

長の選挙において、電子投票を実施するために必要な事項を定める。 

 

 

【内  容】  電磁的記録式投票機を用いて投票を実施すること及び電磁的記録式投票機における候補者の氏名等の表示方法を定める。 

 

１ 電磁的記録式投票機による投票 

みよし市の議会の議員及び長の選挙について、電磁的記録式投票機を用いて行うものとする。 

 

２ 電磁的記録式投票機における候補者の氏名及び党派別の表示方法 

公職の候補者の氏名及び党派別（以下「候補者の指名等」という。）の表示方法は、次の掲げる方法のうち選挙管理委員会が指定するいずれかの方法とする。 

① 電磁的記録式投票機の画面等に全ての候補者の氏名等を同時に表示 

② 五十音の中から選択した音で始まる候補者の氏名等を画面等に同時に表示 

③ 選挙人が画面等に入力した内容に近似する氏名の候補者の氏名等を画面等に同時に表示 

④ 電磁的記録式投票機を操作することにより候補者の氏名等を連続的に画面等に順次表示 

⑤ 数名ごとに分割した候補者の氏名等を電磁的記録式投票機を操作することにより表示を切り替えて画面等に順次表示 

 

 

【施行期日】  令和９年４月１日 

 

 

【参  考】  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電磁的記録式投票機による投票） 

第３条 市町村（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）を除く。以下この項において同じ。）の議会の議員

又は長の選挙の投票（公職選挙法第４７条、第４９条並びに第５０条第３項及び第５項の規定による投票を除く。）については、市町村は、同法第４５条、第４６条第１項及

び第４８条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所（共通投票所及び期日前投票所を含む。以下同じ。）において、電磁的記録式投票機を

操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電

磁的記録媒体に記録する方法によることができる。 

２及び３ 略 

（電磁的記録式投票機において表示すべき事項等） 

第５条 公職の候補者に関し電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、公職の候補者の氏名及び党派別とする。この場合において、その表示の方法について必要な事項

は、都道府県の議会の議員又は長の選挙については都道府県が、市町村の議会の議員又は長の選挙については市町村が、それぞれ、条例で定める。  
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今後のスケジュール 

 

令和８年度 令和９年度 
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◎議会報告 

◎補正予算 

◎条例案提出 

◎電子投票契約等準備 

◎電子投票啓発開始 

◎県知事選 

◎県議選 

◎市議選 

◎記者会見 
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令和9年 みよし市議会議員一般選挙から電子投票を導入します みよし市MIYOSHI CITY

1

～タッチで選択 次世代の選挙へ～電子投票を導入決定！
　令和9年4月執行予定の「みよし市議会議員一般選挙」において、愛知県内で初めて「電子投票」を導入することを決定しました

＜対象選挙＞ 令和9年4月執行予定 みよし市議会議員一般選挙＜投票方法＞ 投票所に設置したタブレット端末によるタッチパネル方式＜設置場所＞ 当日投票所、期日前投票所　　　　　　

概　要

導入のメリット　～３つの効果～
効果① もっと便利に
●タブレットで自書が　困難な人も簡単に投票

効果② 正確に民意を反映●書き間違いなし●判別不能の疑問票なし
効果③ さらに早く
●職員の負担軽減●自動集計で素早く結了

愛知県内初
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（案）
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